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埼玉県土木工事設計単価表等の労務単価の改定に伴う契約約款の運用に係る 

特例措置等について（通知） 

 

 入札及び契約の適正化の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。 

 さて、国の公共工事設計労務単価表、設計業務委託等技術者単価表及び県の土木工事

設計単価表等の労務単価（以下、「労務単価」という。）が、改定等により令和８年３

月１日から適用されます。 

 これに伴い、請負代金額等の適正化を図るため、下記のとおり契約約款の運用に係る

特例措置及び契約約款第２６条第６項の適用について定めましたので通知します。 

 なお、貴部（局）内の関係各課所については、貴職から周知をお願いします。 

 また、貴部（局）が所管する法人（県が構成団体となっている特別地方公共団体、地 

方独立行政法人、地方自治法に基づく指定管理者及び出資法人の指導監督等に関する要

綱に基づく指定出資法人）については、貴職から事務の参考として、送付をお願いしま

す。 

 

記 

 

１ 特例措置の適用 

（１）特例措置の対象 

工事又は業務委託（以下「工事等」という。）において、以下の全てに該当する

もの 

・改定前の労務単価(以下「旧労務単価」という。）で予定価格を積算した工事等 

・令和８年３月１日以降に当初契約する工事等 

（２）契約約款の運用 

上記（１）の工事等の受注者は、当該契約について、令和８年３月１日から適用さ

れる労務単価(以下「新労務単価」という。) を適用した場合の請負代金額、業務委託

料及び委託金額（以下「請負代金額等」という。）の変更協議を、契約約款の規定に基

づき発注者に請求することができるものとする。 

ただし、埼玉県建設工事標準請負契約約款第61条又は同様の規定がある契約約款を



   
当該契約に適用している工事等に限る。 

埼玉県建設工事標準請負契約約款(抜粋) 

第61条 

  この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。 

 

（３）変更後の請負代金額等の算出方法   

変更後の請負代金額等＝新予定価格×当初契約の落札率 

新予定価格：新労務単価及び当初契約時点の物価等により積算した予定価格に相当

する価格 

当初契約時点の物価等：令和８年３月１日以降の当初契約日時点の資機材価格など 

（４）対象受注者への周知 

発注課所長は、上記１（１）の工事等の落札者に対し、別紙１により本特例措置

に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結してくださ

い。 

 

２ 埼玉県建設工事標準請負契約約款第２６条第６項（インフレスライド条項）の適用 

（１）インフレスライド条項の対象 

令和８年２月２８日以前に契約し、令和８年３月１日以降の基準日から工期が２

か月以上残っている工事（ただし、埼玉県建設工事標準請負契約約款を適用して契

約している工事に限る。） 

（２）対象受注者への周知 

発注課所長は、上記２（１）の工事の受注者に対し、別紙２により埼玉県建設工

事標準請負契約約款第２６条第６項(インフレスライド条項)に基づく対応が可能とな

る場合があることを周知してください。 

 

埼玉県建設工事標準請負契約約款(抜粋) 

第２６条第６項 

  予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激な

インフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となっ

たときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更

を請求することができる。 
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